
神奈川県ホームレスの自立の支援等に関する実施計画の改定について 

 

１．改定の概要 

（１）改定の趣旨 

「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」（以下「特措法」という。）の有

効期限が延長されたことに伴い、平成 30 年７月 31 日に策定された国の「ホームレス

の自立の支援等に関する基本方針」（以下「基本方針」という。）及び「生活困窮者自立

支援法」の趣旨を踏まえ、県内のホームレスの自立の支援等の取組みを進めるため、

現計画を改め、令和６年度を初年度とする新たな計画を策定する。 

 

（２）計画の位置付け 

特措法第９条第１項に基づき、市町村や民間団体等と連携・協働して取り組む目標

や取組みを示すとともに、県内の市町村が、地域の実情に応じた取組みを実施してい

くための指針を示すものである。 

 

（３）計画の期間 

令和６年度から令和 10 年度までの５年間とする。 

 

（４）対象区域 

県内全市町村とする。 

 

（５）計画改定の考え方とポイント 

国の基本方針（2023 年７月 31 日公表）などを踏まえ、次の視点を踏まえた改定を

行う。 

※下線部分は国基本方針には記載のない、県独自の視点です。 

・ホームレスの高齢化や路上（野宿）生活の長期化など、当事者の状況や意向に応じ

た支援 （下記重点方策のア） 

・不安定な居住の状況にある者など、ホームレスになるおそれのある者も含めた、生

活困窮者自立支援法に基づく支援 （同イ） 

・新興感染症など、想定し得ない事態が生じた場合の生活困窮者自立支援法などに

よる支援 （同ウ、エ） 

・安定した居住場所や生活支援の確保 （同オ） 

・就労状況やニーズに応じた支援 （同キ） 

・保健医療の確保 （同カ） 

・性的マイノリティ等のホームレスの個々の実情に配慮した相談等の支援 （同ア、

ウ） 

・神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例の施行を踏まえた、自分らしい生き方へ

の配慮。（同ア、キ） 

  

資料５ 



改定案 現行 

（1） 計画の概要 

ア 経過と改定の趣旨 

イ 実施計画の位置付け 

（ｱ） 実施計画の性格 

（ｲ） 計画期間 

 

（2） 本県におけるホームレスの現状 

ア 県内のホームレスの現状 

イ ホームレスの施策の現状 

 

（3） ホームレス対策の推進方策 

ア 基本的考え方 

（ｱ）基本目標 

（ｲ）重視すべき視点 

イ 重点方策 

（ｱ）当事者の立場に立った、ホームレ

スの人権擁護と地域共生の促進 

（ｲ）ホームレスとなることを未然に防

止するための対応 

（ｳ）多様性に配慮した包括的な相談及

び支援体制の確保 

（ｴ）緊急援助及び生活保護法による保

護の実施 

（ｵ）安定した居住場所や生活支援の確 

  保 

（ｶ）保健及び医療の確保 

（ｷ）就業機会の確保や多様な自立への

理解 

 

（4） ホームレス対策の推進 

ア 県・市町村・民間団体の役割、連携・

協働及び地域住民の役割 

（ｱ）県・市町村の役割 

（ｲ）民間団体の役割 

（ｳ）地域住民の役割 

イ 計画の推進 

（ｱ）県庁内の連携 

（ｲ）県・市町村の連携 

（ｳ） 民間団体との連携 

ウ 計画に定めた施策の評価 

（1） 計画の概要 

ア 経過と改定の趣旨 

イ 実施計画の位置付け 

（ｱ） 実施計画の性格 

（ｲ） 計画期間 

 

（2） 本県におけるホームレスの現状 

ア 県内のホームレスの現状 

イ ホームレスの施策の現状 

 

（3） ホームレス対策の推進方策 

ア 基本的考え方 

（ｱ） 基本目標 

（ｲ） 重視すべき視点 

イ 重点方策 

（ｱ）ホームレスの人権擁護と地域の理

解と協力 

（ｲ）ホームレスとなることを未然に防

止するための対応 

（ｳ）包括的な相談及び支援体制の確保 

（ｴ）緊急援助及び生活保護法による保

護の実施 

（ｵ）安定した居住場所の確保 

（ｶ）保健及び医療の確保 

（ｷ）就業機会の確保 

 

 

 

 

（4） ホームレス対策の推進 

ア 県・市町村・民間団体の役割、連携・

協働及び地域住民の役割 

（ｱ）県・市町村の役割 

（ｲ）民間団体の役割 

（ｳ）地域住民の役割 

イ 計画の推進 

（ｱ）県庁内の連携 

（ｲ）県・市町村の連携 

（ｳ）民間団体との連携 

ウ 計画に定めた施策の評価 

 


